
川崎市健康福祉局社会福祉法人設立認可事務取扱要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康福祉局が所管する社会福祉法人の設立に関する定款の認可（以

下「法人設立認可」という。）の事務を適正かつ効率的に処理するため、法人設立認

可の取扱基準、設立手続きその他必要な事項を定め、もって本市における社会福祉の

増進に資することを目的とする。 

（事前指導） 

第２条 法人設立認可の審査は、社会福祉法人を設立しようとする者に対する事前指導

を経たものについて行うものとする。 

２ 事前指導は、法人設立の必要性、法人設立の目的、実施しようとする事業の種類及

び規模、法人の資産及び資金、法人の役員等法人の設立に必要な事項について個々具

体的に行い、その指導は、法人設立認可の申請要件が具備するに至るまで行うものと

する。 

（事前指導及び審査の体制） 

第３条 前条第１項に規定する審査は、総務部企画課担当課長（以下「企画課担当課長」

という。）が担当職員を配置して行うものとする。 

２ 前条第２項に規定する事前指導は、法人等の所管課長（以下「所管課長」という。）

が担当職員を配置して行うものとする。 

３ 法人等が２以上の課の所掌事務に係わる事業を行おうとする場合は、当該所管課長

が協議して事務処理を行うものとする。 

（法人設立認可基準） 

第４条 法人設立認可の事前指導及び審査は、社会福祉法及び同法に基づく命令、その

他関係通知によって定められている基準によるほか、この要綱に定める法人設立認可

指導基準（別表）に基づき行うものとする。 

（法人設立認可審査調書） 

第５条 法人設立認可の審査事務を適正に行うため、当該審査に当たっては、別に定め

る法人設立認可審査調書に基づき行うものとする。 

２ 前項の法人設立認可審査調書には、次の項目を掲げるものとする。 

（１）法人の名称及び事務所の所在地に関する事項 

（２）理事に関する事項 

（３）監事に関する事項 

（４）評議員に関する事項 

（５）社会福祉事業に関する事項 

（６）公益事業に関する事項 

（７）収益事業に関する事項 

（８）資産及び資金に関する事項 



（９）情報開示・提供に関する事項 

（10）その他必要な事項 

（事前指導及び審査の方法） 

第６条 事前指導は、法人等から提出された社会福祉法人設立計画概要（様式１）（以下

「概要書」という。）及び各課長が必要と認めて提出を求めた資料並びに担当職員が

作成する法人設立認可に関する資料に基づき行うものとする。 

２ 法人設立認可の審査は、法人設立認可についての申請書類及びそれらに基づき作成

する法人設立認可審査調書により行うものとする。 

（事前指導の終了） 

第７条 所管課長は、事前指導が終了したときは、社会福祉法人設立計画に係る意見書

（様式２）を作成し、概要書及び必要な関係資料を添付して企画課担当課長あて送付

するとともに、法人等に対し法人設立認可申請書を企画課担当課長あて提出するよう

指導するものとする。 

（審査委員会） 

第８条 企画課担当課長は、法人設立認可を行おうとするときは、そのつど審査委員会

を開催して、委員会の審査を経るものとする。

２ 審査委員会の設置について必要な事項は、別に定める。 

（認可の決定） 

第９条 法人設立の認可については、審査委員会の結果を踏まえて市長が決定するもの

とする。 

（認可関係書類の保管等） 

第１０条 企画課担当課長は法人設立認可の事務が完了したときは、関係書類を保管す

るとともに、各所管課長あて認可書写及び概要書写を送付して設立認可の連絡を行う

ものとする。 

（細則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか法人設立認可の事前指導又は審査に関し必要な

事項は、健康福祉局長が別に定める。 

附則 

この要綱は、平成 ９年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


